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問題１ 公法と私法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、正

しいものはどれか。 

１ 公立病院において行われる診療に関する法律関係は、本質上私法関係と解され

るので、公立病院の診療に関する債権の消滅時効は、地方自治法の規定ではなく、

民法の規定に基づいて判断される。 

２ 一般職の地方公務員については、その勤務関係が公法的規律に服する公法上の

関係であるので、私法的規律である労働三法（労働基準法、労働組合法、労働関

係調整法）はすべて適用されない。 

３ 地方公共団体が事業者との間で締結する公害防止協定については、公法上の契

約に該当すると解されるので、根拠となる条例の定めがない限り、当該協定に法

的拘束力は生じない。 

４ 公営住宅の使用関係については、原則として公法関係と解されるので、法令に

特別の定めがない限り、民法の規定は適用されない。 

５ 国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効については、法令に

特別の定めがない限り、すべて会計法の規定に基づいて判断される。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 25年 
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解 説 公法・私法パターン 
 

 

正解 １ 

  

 

次のとおり、正しいものは肢１であるから、正解は１となる。 

１ 正しい 

 判例は、公立病院において行われる診療は、私立病院において行われる診療と本質的

な差異はなく、その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから、公

立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は、地方自治法236条１項所定の５年ではな

く、民法170条１号により３年と解すべきであるとしている（最判平17.11.21）。 

２ 誤 り 

 労働組合法、労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員

に関して適用しない（地方公務員法58条１項）が、労働基準法は、原則的には適用され

る（地方公務員法58条３項）。 

３ 誤 り 

 判例は、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理

施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであ

り、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあった

としても、同法に何ら抵触するものではないとしている（最判平21.7.10）。これは、公

害防止協定に法的拘束力があることを前提としている。 

４ 誤 り 

 判例は、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法

として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、

原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについ

ては、信頼関係の法理の適用があるとしている（最判昭59.12.13）。 

５ 誤 り 

判例は、国が、公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生命、健康等を

侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、その発生が偶発的で

あって多発するものとはいえないから、右義務につき前記のような行政上の便宜を考慮

する必要はなく、また、国が義務者であっても、被害者に損害を賠償すべき関係は、公

平の理念に基づき被害者に生じた損害の公正な填補を目的とする点において、私人相互

間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないから、国に対する右

損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法30条所定の５年と解すべきではなく、民法167

条１項により10年と解すべきとしている（最判昭50.2.25）。 
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問題２ 行政行為の職権取消と撤回に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

１ 行政行為の撤回は、処分庁が、当該行政行為が違法になされたことを理由にそ

の効力を消滅させる行為であるが、効力の消滅が将来に向かってなされる点で職

権取消と異なる。 

２ 旅館業法８条が定める許可の取消は、営業者の行為の違法性を理由とするもの

であるから、行政行為の職権取消にあたる。 

３ 公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対しその責任を追及し、

公務員に制裁を課すものであるから、任命行為の職権取消にあたる。 

４ 行政行為の職権取消は、私人が既に有している権利や法的地位を変動（消滅）

させる行為であるから、当該行政行為の根拠法令において個別に法律上の根拠を

必要とする。 

５ 行政行為の職権取消は、行政活動の適法性ないし合目的性の回復を目的とする

ものであるが、私人の信頼保護の要請等との比較衡量により制限されることがあ

る。 

（参考）旅館業法８条 「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律

に基づく処分に違反したとき、又は第三条第二項第三号に該当するに至つたとき

は、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることが

できる。（以下略）」 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 18年 
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解 説 法律による行政パターン 
 

正解 ５ 

  

 

次のとおり、妥当なものは肢５であるから、正解は５となる。 

１ 妥当でない 

 行政行為の撤回とは、いったん有効に生じた行政行為の効力について、後発的な事情

を理由として、その効力を消滅させる行為で、効力の消滅が将来に向かってなされるも

のをいう。 

２ 妥当でない 

 旅館業法８条が定める許可の取消は、行政行為の撤回にあたるものである。法文上は、

「取消し」の語が用いられていたとしても、撤回を意味することがある。 

３ 妥当でない 

 公務員の懲戒免職処分は、任命行為の撤回にあたる。後発的な事情を理由とするもの

であるからである。 

４ 妥当でない 

 行政行為の職権取消は、原則として、当該行政行為の根拠法令において個別に法律上

の根拠があることを必要としないものと考えられている。 

５ 妥当である 

 行政行為の職権取消は、行政活動の適法性ないし合目的性の回復を目的とするもので

ある。そして、職権取消をするかどうかは、私人の信頼保護の要請等との比較衡量によ

り決せられるから、例えば、授益的行政行為の場合には、職権取消が制限されることが

ありうる。 
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問題３ 国家公務員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

１ 国家公務員法は、公務員の職を一般職と特別職とに分けているが、同法は、法

律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。 

２ 懲戒処分は、任命権者が行うこととされており、懲戒処分を受けた公務員は、

当該懲戒処分に不服があるときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査

請求をすることができる。 

３ 人事院はその所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づ

いて、人事院規則を制定することができるが、内閣の所轄の下に置かれる機関で

あるため、その案について事前に閣議を経なければならない。 

４ 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においては、任命権者は、

同一事件について、懲戒手続を進めることができない。 

５ 公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるの

で、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 25年 改題 
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解 説 事前・事後パターン① 
 

正解 １ 

  

 

次のとおり、正しいものは肢１であり、正解は１となる。 

１ 正しい 

 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ（国家公務員法２条１項）。した

がって、国家公務員には、一般職と特別職がある。しかし、国家公務員法２条５項は、

「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職

に属する職には、これを適用しない。」と規定している。したがって、国家公務員法は、

法律に別段の定めがない限り、特別職の職員には適用されない。 

２ 誤 り 

 懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる（国家公

務員法90条１項）。したがって、懲戒処分を受けた公務員は、当該懲戒処分に不服があ

るときは、当該懲戒処分を行った任命権者に対して審査請求をすることができるわけで

はない。 

３ 誤 り 

 人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、

人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適

宜に、人事院規則を改廃することができる（国家公務員法16条１項）。したがって、人

事院が人事院規則を制定する際、その案について事前に閣議を経なければならないとす

る規定は存在しない。 

４ 誤 り 

 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院

の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる

（国家公務員法85条前段）。したがって、懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係

属する間において、任命権者は同一事件について懲戒手続を進めることができないわけ

ではない。 

５ 誤 り 

 公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行

政指導については、行政手続法の第２章から第４章の２までの規定は適用されない（行

政手続法３条１項９号）から、国家公務員の懲戒処分をするにあたっては、行政手続法

の定める聴聞を行う必要はない。 
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問題４ 通達に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

１ 通達は、法律の根拠なく発令・改廃することができるが、それに際しては、官

報による公示や関係機関の事務所における備付けその他適当な方法により国民

に対して公にしなければならない。 

２ 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないが、特段の理由もなく通

達に反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民と

の関係においても違法とされる余地がある。 

３ 通達は、国民の法的地位に影響を与えるものではないから、その発令・改廃行

為は行政事件訴訟法３条１項の「公権力の行使」および国家賠償法１条１項の「公

権力の行使」にはあたらない。 

４ 通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁

判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りで

ない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される。 

５ 通達は、上級行政機関が下級行政機関に対して発するものであり、上司たる公

務員が部下である公務員に発する職務命令と別のものであるから、通達に反する

行為を行ったことと当該行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直

接の関係はない。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 22年 
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解 説 事前・事後パターン② 
 

正解 ２ 

  

 

次のとおり、正しいものは肢２であるから、正解は２となる。 

１ 誤 り 

 通達は、行政の内部的な定めである行政規則であるから、法律の根拠なく発令・改廃

することができる。また、通達の発令・改廃について、官報による公示や関係機関の事

務所における備付けその他適当な方法により国民に対して公にしなければならないと

する規定は存在しない。 

２ 正しい 

 通達に基づく行政処分が広く実施される中で、ある処分だけが通達に違反している場

合、それが法律の解釈上は正しい処分であるとしても平等原則により違法となることが

あると解されている（大阪地判昭45.5.12参照）。したがって、特段の理由もなく通達に

反する処分については、平等原則に違反するものとして、相手方たる国民との関係にお

いても違法とされる余地がある。 

３ 誤 り 

 判例は、一般国民は、直接通達に拘束されるものではないことから、その発令・改廃

行為は、行政事件訴訟法３条１項の「公権力の行使」にあたらないとしている（最判昭

43.12.24）。これに対して、判例には、通達の発出について、担当者には相当程度に慎

重な検討を行うべき職務上の注意義務があったとして、通達は、国家賠償法１条１項の

「公権力の行使」にあたるとしたものがある（最判平19.11.1）。 

４ 誤 り 

 判例は、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、

法令の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をする

ことができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定する

こともできるとしている（最判昭43.12.24）。したがって、裁判所は、通達で示された

法令解釈に拘束されるわけではない。 

５ 誤 り 

通達は、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を

指揮し、職務に関して命令するために発するものであるから、これらの者がその通達に

拘束されることがある。そのため、通達及び通達に基づく職務命令違反を理由として懲

戒処分がなされることがあり得る。したがって、通達に反する行為を行ったことと当該

行為を行った公務員の職務上の義務違反との間には、直接の関係はないとはいえない。 
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問題５ 次の文章の空欄 ～ に当てはまる語句を、枠内の選択肢（1～20）から

選びなさい。 

 は、 ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審

査請求の対象ともならないとされてきた。しかし、 についても、これに従わ

ない場合について、 が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大

きな影響を及ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、 に根

拠を有する のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが に

定める要件に適合しないと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めること

ができるとされた。この申出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、そ

れが要件に適合しないと認められるときは、その の中止その他必要な措置を

とるべきこととされた。もし、 がなされていれば、必要な措置として、それ

も中止しなければならないこととなる。また、これと並んで、違法行為の是正のた

めの や がなされていないと思料する者は、これらをすることを求める

ことができる旨の規定も置かれている。 

 

１ 即時強制 ２ 命令 ３ 刑事処罰 ４ 過料の徴収 

５ 代執行 ６ 行政調査 ７ 法律 ８ 法規命令 

９ 行政指導 10 強制執行 11 契約 12 強制 

13 処分 14 不作為 15 処分基準 16 条例 

17 公表 18 要綱 19 規則 20 実力行使 

 

 

  

 ア  エ 

 ア  イ 

 ア 

 ウ 

 エ 

 ア  エ 

 ア 

 ウ 

 イ  ア 

問 題  行政書士試験 平成 27年 
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解 説 事前・事後パターン③ 
 

正解  

  

 

次のとおり、アには「９ 行政指導」、イには「13 処分」、ウには「17 公表」、

エには「７ 法律」が入る。 

ア 9 行政指導 

イ 13 処分 

ウ 17 公表 

エ 7 法律 

【全文】 

 行政指導は、処分ではないから、抗告訴訟はもちろん、行政不服審査法による審査請

求の対象ともならないとされてきた。しかし、行政指導についても、これに従わない場

合について、公表が定められている例があるなど、相手方の権利利益に大きな影響を及

ぼすものが少なくない。そこで、行政手続法が改正され、法律に根拠を有する行政指導

のうち、違法行為の是正を求めるものについては、それが法律に定める要件に適合しな

いと思料する相手方は、行政機関にその中止等を求めることができるとされた。この申

出があったときは、行政機関は、必要な調査を行い、それが要件に適合しないと認めら

れるときは、その行政指導の中止その他必要な措置をとるべきこととされた。もし、公

表がなされていれば、必要な措置として、それも中止しなければならないこととなる。

また、これと並んで、違法行為の是正のための処分や行政指導がなされていないと思料

する者は、これらをすることを求めることができる旨の規定も置かれている。 
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問題６ 行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

１ 土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説に

よれば法律の根拠が必要である。 

２ 広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができな

いため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。 

３ 計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判

所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。 

４ 都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲で

あるから、損失補償が－般的に認められている。 

５ 多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件

訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。 

  

問 題  行政書士試験 平成 21年 
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解 説 事前・事後パターン④ 
 

正解 １ 

  

 

次のとおり、妥当なものは肢１であるから、正解は１となる。 

１ 妥当である 

 個人の権利を制約し、義務を課すような侵害行政については、法律の根拠が必要であ

るとする侵害留保説によれば、土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定につ

いては、個人の権利を制約するものであるから、法律の根拠が必要であるということに

なる。 

２ 妥当でない 

 意見公募手続の対象となる「命令等」とは、①法律に基づく命令又は規則、②審査基

準、③処分基準、④行政指導指針をいう。したがって、行政計画は含まれていないから、

計画の策定は、同法に基づく意見公募手続の対象となっていない。 

３ 妥当でない 

 判例は、裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査する

に当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、その

基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととな

る場合、又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考

慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を

欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとし

て違法となるとしている（最判平18.11.2）。したがって、裁判所による計画裁量の統制

は、重大な事実誤認の有無の審査に限られるわけではない。 

４ 妥当でない 

 判例は、土地計画法に基づく建築物の建築の制限による損失について、一般的に当然

に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものというこ

とがいまだ困難であるから、直接憲法29条３項を根拠として上記の損失につき補償請求

をすることはできないとしている（最判平17.11.1）。したがって、都市計画法上の土地

利用制限について、損失補償が一般的に認められているわけではない。 

５ 妥当でない 

 行政事件訴訟法においては、多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画

について、それを争うための特別の訴訟類型は法定されていない。 
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問題７ 行政手続法が定める不利益処分についての規定に関する次の記述のうち、正しい

ものはどれか。 

１ 行政手続法は、不利益処分を行うに当たって弁明の機会を付与する場合を列挙

し、それら列挙する場合に該当しないときには聴聞を行うものと規定しているが、

弁明の機会を付与すべき場合であっても、行政庁の裁量で聴聞を行うことができ

る。 

２ 行政庁が、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対

して、予定される不利益処分の内容及び根拠法令に加え、不利益処分の原因とな

る事実などを通知しなければならないが、聴聞を公正に実施することができない

おそれがあると認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことがで

きる。 

３ 不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者

は、代理人を選任することができ、また、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の

主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 

４ 文書閲覧許可や利害関係人の参加許可など、行政庁又は聴聞の主宰者が行政手

続法の聴聞に関する規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による

不服申立てをすることができ、また、それら処分を行う際には、行政庁は、その

ことを相手方に教示しなければならない。 

５ 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又

は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らな

いで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの

手続を執らなければならない。 

  

問 題  行政書士試験 平成 25年 
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解 説 手続法比較パターン① 
 

正解 ３ 

  

 

次のとおり、正しいものは肢３であるから、正解は３となる。 

１ 誤 り 

 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定

めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定め

る意見陳述のための手続を執らなければならない（行政手続法13条１項）。これに対し

て、弁明をすべき場合については、列挙していない。 

２ 誤 り 

 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、

不利益処分の名あて人となるべき者に対し、①予定される不利益処分の内容及び根拠と

なる法令の条項、②不利益処分の原因となる事実、③聴聞の期日及び場所、④聴聞に関

する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならない（行政

手続法15条１項）。しかしながら、聴聞を公正に実施することができないおそれがある

と認めるときは、当該処分の原因となる事実を通知しないことができるとの規定は存在

しない。 

３ 正しい 

 聴聞の通知を受けた者は、代理人を選任することができる（行政手続法16条１項）。

また、主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認

めるときは、さらに新たな期日を定めることができる（行政手続法21条１項）。 

４ 誤 り 

 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法に

よる不服申立てをすることができない（行政手続法27条１項）。 

５ 誤 り 

 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための

手続を執ることができないときには意見陳述のための手続を執らないで不利益処分を

することができる（行政手続法13条２項１号）。しかしながら、聴聞を公正に実施する

ことができないおそれがあると認めるときは、当該処分を行った後、速やかにこれらの

手続を執らなければならないとの規定は存在しない。 
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問題８ 行政不服審査法に基づく審理手続に関する次のア～オの記述のうち、妥当でない

ものの組合せはどれか。 

ア 審理員は、処分庁が審査庁である場合を除き、審査請求書を処分庁に送付し、

相当の期間を定めて、処分庁に対し、弁明書の提出を求めなければならない。 

イ 参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することはできるが、審査請求に係る事

件に関する意見を記載した書面を提出することはできない。 

ウ 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合、審理員は、申立人に対し、必ず、

口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 

エ 申立人は、口頭意見陳述に際し、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に

関し、処分庁に対して、質問を発することができる。 

オ 審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出

書類等の閲覧又は写し等の交付を求めることができる。 

 

１ ア・イ 

２ ア・エ 

３ イ・ウ 

４ ウ・オ 

５ エ・オ 

  

問 題  オリジナル問題 
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解 説 手続法比較パターン② 
 

正解 ３ 

  

 

次のとおり、妥当でないものの組合せは肢３であるから、正解は３となる。 

ア 妥当である 

審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の

写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、

この限りでない（行政不服審査法29条１項）。審理員は、相当の期間を定めて、処分庁

等に対し、弁明書の提出を求めるものとする（行政不服審査法29条２項）。旧法では、

審査庁が処分庁に弁明書の提出を求めるか否かは、審査庁の裁量によるものとされてい

たが、新法では、弁明書の提出を求めることが審理員の義務として規定された。 

イ 妥当でない 

審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる（行政不服審

査法32条１項）。また、参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面を

提出することができる（行政不服審査法30条２項）。旧法では、参加人には、口頭意見

陳述権や証拠書類等の提出権は認められていたが、自己の主張に関する書面の提出は認

められていなかったが、新法では、審理員が簡易迅速かつ公正な審理を行うためには、

参加人の主張内容が審理手続の当初から明らかになっていることが望ましいことなど

から、参加人の意見書提出権が規定された。 

ウ 妥当でない 

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に

口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、

当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であ

ると認められる場合には、この限りでない（行政不服審査法31条１項）。 

エ 妥当である 

口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、

処分庁等に対して、質問を発することができる（行政不服審査法31条５項）。新法では、

口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、処分庁等に対して質問を発する

ことができる旨が規定された。 

オ 妥当である 

審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等

の閲覧又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事

項を記載した書面の交付を求めることができる（行政不服審査法38条１項）。新法では、

審査請求人の権利の拡充として、写し等の交付まで請求できることとされた。 
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問題９ 地方自治法の定める住民監査請求、住民訴訟に関する次の記述のうち、誤ってい

るものはいくつあるか。 

ア 住民監査請求は事務監査請求とは異なり、当該地方公共団体の住民に限らず、

何人であっても一人で提起することができる。 

イ 住民訴訟を提起するには、原則として住民監査請求を経ている必要があり、こ

れを住民監査請求前置（主義）という。 

ウ 住民訴訟においては、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の

全部または一部の差止めの請求をすることは認められていない。 

エ 住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為または

怠る事実であるが、不当な行為または怠る事実は対象とできない。 

オ 住民監査請求にも住民訴訟にも期間の制限があり、これを徒過すると提起する

ことはできなくなる。 

 

１ 一つ 

２ 二つ 

３ 三つ 

４ 四つ 

５ 五つ 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 19年 
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解 説 手続法比較パターン③ 正解 ２ 

  

 

次のとおり、誤っているものはア・ウの２つであるから、正解は２となる。 

ア 誤 り 

住民監査請求をすることができる者は、当該普通地方公共団体の住民に限られる（地

方自治法242条１項）。 

イ 正しい 

住民訴訟を提起することができるのは、住民監査請求を行った請求人である（住民監

査前置主義 地方自治法242条の２第１項）。 

ウ 誤 り 

住民訴訟において、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の全部また

は一部の差止めの請求をすることは認められている（地方自治法242条の２第１項１号）。 

エ 正しい 

住民訴訟は、執行機関などの財務会計上の違法な行為又は怠る事実につき、訴えをも

って請求できる制度をいう（地方自治法242条の２第１項）。したがって、財務会計上の

不当な行為または怠る事実については、争うことはできない。 

オ 正しい 

住民監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過したときは、こ

れをすることができない（地方自治法242条２項）。住民訴訟も、監査委員の監査の結果

又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日か

ら30日以内に提起しなければならない（地方自治法242条の２第２項）。したがって、こ

れを徒過すると提起することはできなくなる。 
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問題 10 行政事件訴訟法上の訴訟類型の選択に関する次の記述のうち、正しいものはどれ

か。 

１ Ｘの家の隣地にある建築物が建築基準法に違反した危険なものであるにもか

かわらず、建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、Ｘは、当該規制権

限の不行使につき、不作為違法確認訴訟を提起することができる。 

２ Ｘらの近隣に地方公共団体がごみ焼却場の建設工事を行っている場合、建設工

事は処分であるから、Ｘらは、その取消訴訟と併合して、差止め訴訟を提起し、

当該地方公共団体に対して建設工事の中止を求めることができる。 

３ Ｘが市立保育園に長女Ａの入園を申込んだところ拒否された場合において、Ｘ

が入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、同時に拒否処分の取消訴訟また

は無効確認訴訟も併合して提起しなければならない。 

４ Ｘが行った営業許可申請に対してなされた不許可処分について、同処分に対す

る取消訴訟の出訴期間が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、

Ｘは、公法上の当事者訴訟として、当該処分の無効の確認訴訟を提起することが

できる。 

５ Ｘ所有の土地について違法な農地買収処分がなされ、それによって損害が生じ

た場合、Ｘが国家賠償請求訴訟を提起して勝訴するためには、あらかじめ、当該

買収処分の取消訴訟または無効確認訴訟を提起して請求認容判決を得なければ

ならない。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 19年 
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解 説 訴訟類型パターン① 
 

正解 ３ 

  

 

次のとおり、正しいものは肢３であるから、正解は３となる。 

１ 誤 り 

 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起する

ことができる（行政事件訴訟法37条）。したがって、申請をしていないＸは不作為違法

確認訴訟を提起することはできない。 

２ 誤 り 

 判例は、東京都によるごみ焼却場の設置行為について、都において本件ごみ焼却場の

設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為は都自身の内部的手続行為に止まる

から、処分性は認められないとしている（最判昭39.10.29）。したがって、本肢の場合、

Ｘらは、ごみ焼却場の建設工事の取消訴訟を提起することはできず、また、差止め訴訟

を提起することもできない。 

３ 正しい 

 市立保育園への入園の申込みは「申請」にあたる（行政手続法２条３項）ので、これ

に対する拒否処分に対して、Ｘは入園承諾の義務付け訴訟を提起することができる（行

政事件訴訟法３条６項２号）。そして、義務付けの訴えを提起する場合、処分又は裁決

に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起しなければならない（行政事件訴

訟法37条の３第１項２号、第３項２号）から、Ｘが入園承諾の義務付け訴訟を提起する

場合には、同時に拒否処分の取消訴訟または無効確認訴訟も併合して提起しなければな

らない。 

４ 誤 り 

 Ｘが行った営業許可申請に対してなされた不許可処分について、同処分に対する取消

訴訟の出訴期間が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、Ｘは、当該処

分の無効の確認訴訟を提起することができる（行政事件訴訟法３条４項、36条参照）。

もっとも、処分の無効確認訴訟は、抗告訴訟であり、公法上の当事者訴訟にはあたらな

い。 

５ 誤 り 

 判例は、行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、

あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものでは

ないとしている（最判昭36.4.21）。したがって、Ｘが国家賠償請求訴訟を提起して勝訴

するためには、あらかじめ、当該買収処分の取消訴訟または無効確認訴訟を提起して請

求認容判決を得なければならないわけではない。 
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問題11 Ａ県収用委員会は、起業者であるＢ市の申請に基づき、同市の市道の用地として、

2000万円の損失補償によってＸ所有の土地を収用する旨の収用裁決（権利取得裁決）

をなした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。 

１ Ｘが土地の収用そのものを違法として争う場合には、収用裁決の取消しを求め

ることとなるが、この訴訟は、Ｂ市を被告とする形式的当事者訴訟となる。 

２ 収用裁決が無効な場合には、Ｘは、その無効を前提として、Ｂ市を被告として

土地の所有権の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、抗告訴訟である。 

３ Ｘが収用裁決に示された損失補償の額に不服がある場合には、Ａ県を被告とし

て、損失補償を増額する裁決を求める義務付け訴訟を提起すべきこととなる。 

４ Ｘが収用裁決に示された損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合につい

ては、裁決書が送達された日から法定の期間内に提起しなければならない。 

５ 収用裁決に示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてＢ市が不服で

あるとしても、行政機関相互の争いで、法律上の争訟には当たらないから、Ｂ市

が出訴することは許されない。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 23年 
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解 説 訴訟類型パターン② 
 

正解 ４ 

  

 

次のとおり、妥当なものは肢４であるから、正解は４となる。 

１ 妥当でない 

 Ｘが損失補償以外の点を理由として裁決自体の取消しを求める場合には、収用委員会

を被告として取消訴訟を提起することができる。Ｂ市を被告とする形式的当事者訴訟と

なるわけではない。 

２ 妥当でない 

 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有

無が争われている場合を、争点訴訟という（行政事件訴訟法45条１項）。収用裁決が無

効な場合に、土地所有者Ｘが、その無効を前提として、Ｂ市を被告として土地の所有権

の確認訴訟を提起できるが、この訴訟は、争点訴訟にあたる。 

３ 妥当でない 

 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者であ

るときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それ

ぞれ被告としなければならない（土地収用法133条３項）。したがって、Ｘが収用裁決に

示された損失補償の額に不服がある場合には、起業者であるＢ市を被告として、形式的

当事者訴訟（行政事件訴訟法４条前段）を提起すべきこととなる。 

４ 妥当である 

 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日

から６月以内に提起しなければならない（土地収用法133条２項）。Ｘが収用裁決に示さ

れた損失補償の増額を求める訴訟を提起する場合、当該訴えは、「収用委員会の裁決の

うち損失の補償に関する訴え」（土地収用法133条２項）にあたる。したがって、裁決書

の正本の送達を受けた日から６月以内に提起しなければならない。 

５ 妥当でない 

 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、これを提起した者が起業者であ

るときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それ

ぞれ被告としなければならない（土地収用法133条３項）。したがって、収用裁決に示さ

れた損失補償の額について、高額に過ぎるとしてＢ市が不服である場合、起業者である

Ｂ市は、土地の所有者Ｘを被告として、形式的当事者訴訟（行政事件訴訟法４条前段）

を提起することができる。  
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問題12 次のア～オの記述のうち、行政事件訴訟法４条の当事者訴訟に当たるものの組合

せとして、正しいものはどれか。 

ア 土地収用法に基づいて、土地所有者が起業者を被告として提起する損失補償に

関する訴え 

イ 公職選挙法に基づいて、選挙人または候補者が中央選挙管理会を被告として提

起する衆議院議員選挙の効力に関する訴え 

ウ 食品衛生法に基づいて、都道府県知事に対して行った飲食店営業許可の申請に

対して、相当の期間内に何らの処分も行われない場合に、その不作為の違法確認

を求める訴え 

エ 地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して関係

市町村が提起する訴え 

オ 日本国籍を有することの確認の訴え 

 

１ ア・エ 

２ ア・オ 

３ イ・ウ 

４ イ・エ 

５ ウ・オ 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 19年 
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解 説 訴訟類型パターン③ 
 

正解 ２ 

  

 

次のとおり、当事者訴訟に当たるものの組合せとして、正しいものは肢２であるから、

正解は２となる。 

ア 当事者訴訟にあたる 

 本記述の訴えは、形式的当事者訴訟にあたる。形式的当事者訴訟とは、当事者間の法

律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律

関係の当事者の一方を被告とするものをいう（行政事件訴訟法４条前段）。 

イ 当事者訴訟にあたらない 

 本記述の訴えは、民衆訴訟にあたる。民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に

適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にか

かわらない資格で提起するものをいう（行政事件訴訟法５条）。 

ウ 当事者訴訟にあたらない 

 本記述の訴えは、不作為の違法確認の訴えにあたる。不作為の違法確認の訴えとは、

行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであ

るにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう（行政事

件訴訟法３条５項）。 

エ 当事者訴訟にあたらない 

 本記述の訴えは、機関訴訟にあたる。機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間に

おける権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう（行政事件訴訟法６

条）。 

オ 当事者訴訟にあたる 

 本記述の訴えは、実質的当事者訴訟にあたる。実質的当事者訴訟とは、公法上の法律

関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう（行政事件訴訟

法４条後段）。 
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問題13 原告適格に関する最高裁判所の判決についての次のア～オの記述のうち、正しい

ものはいくつあるか。 

ア 公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化

から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によっ

て保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまる

から、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認めら

れない。 

イ 森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、

保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっ

ても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。 

ウ 定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益

を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許

に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるこ

とになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。 

エ 自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定めら

れている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を

図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に

伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医

療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消し

を求める原告適格は認められない。 

オ （旧）地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱ

ら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別

的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該

鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され

又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分

の取消しを求める原告適格は認められない。 

 

１ 一つ 

２ 二つ 

３ 三つ 

４ 四つ 

５ 五つ 

 

問 題  行政書士試験 平成 26年 
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解 説 要件審理（訴訟要件）パターン 
 

正解 １ 

  

 

次のとおり、正しいものはオだけであるから、正解は１となる。 

ア 誤 り 

 判例は、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事

実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によって保護せられる法的利益としてい

る（最判昭37.1.19）。したがって、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の

原告適格が認められる。 

イ 誤 り 

 判例は、『直接の利害関係を有する者』は、保安林の指定が違法に解除され、それによって

自己の利益を害された場合には、右解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格を有す

る者ということができるけれども、その反面、それ以外の者は、たといこれによってなんらか

の事実上の利益を害されることがあっても、右のような取消訴訟の原告適格を有するものとす

ることはできないとしている（最判昭57.9.9）。したがって、解除処分により自己の利益を侵

害された者には、解除処分の取消訴訟の原告適格が認められる。 

ウ 誤 り 

判例は、新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住し

ていて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程

度、当該飛行場の１日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航

行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取

消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有す

るとしている（最判平元.2.17）。 

エ 誤 り 

判例は、場外施設の周辺において居住し又は事業を営むにすぎない者や、医療施設等の利

用者は、位置基準を根拠として場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有しないと

している。他方、同判例は、当該場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずる

おそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者は、位置基準を根拠とし

て当該場外施設の設置許可の取消しを求める原告適格を有するとしている（最判平

21.10.15）。 

オ 正しい 

判例は、旧地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら公共

の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護

することにあるのではなく、他に同条が当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護す

ることを目的として認可権の行使に制約を課していると解すべき根拠はない。そうすると、

たとえ上告人らが近畿日本鉄道株式会社の路線の周辺に居住する者であって通勤定期券を

購入するなどしたうえ、日常同社が運行している特別急行旅客列車を利用しているとしても、

上告人らは、本件特別急行料金の改定（変更）の認可処分によって自己の権利利益を侵害さ

れ又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができず、右認可処分の取消

しを求める原告適格を有しないとしている（最判平元.4.13）。 
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問題 14 行政裁量に関する最高裁判所の判例について、次の記述のうち、誤っているもの

はどれか。なお、制度は、判決当時のものである。 

１ 外国人が在留期間中に日本で行った政治活動のなかに、わが国の出入国管理政策に

対する非難行動あるいはわが国の基本的な外交政策を非難し日米間の友好関係に影

響を及ぼすおそれがないとはいえないものが含まれていたとしても、それらは憲法の

保障が及ぶ政治活動であり、このような活動の内容を慎重に吟味することなく、在留

期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断した

法務大臣の判断は、考慮すべき事項を考慮しておらず、その結果、社会観念上著しく

妥当を欠く処分をしたものであり、裁量権の範囲を越える違法なものとなる。 

２ 学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履

修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置に

ついて何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等

専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に

対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をし

たものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。 

３ 個人タクシー事業の免許に当たり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的

個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、道

路運送法の規定の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適

用すべきであり、この基準の内容が高度の認定を要するものである等の場合は、基準

の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその

主張と証拠提出の機会を与えるべきであって、これに反する審査手続により免許申請

を却下したときは、公正な手続によって免許申請の許否につき判定を受けるべき申請

人の法的利益を侵害したものとして、当該却下処分は違法となる。 

４ 原子炉施設の安全性に関する処分行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可

処分の取消訴訟における裁判所の審理・判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専

門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた処分行政庁の判断に不

合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に

照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは

当該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子

炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁

の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、処分行政庁の判断に不合理な

点があるものとして、その判断に基づく原子炉設置許可処分は違法となると解すべき

である。 

５ 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を

審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったか

どうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と処分と

を比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁

量権を濫用したと認められる場合に限り、違法と判断すべきものである。

問 題  行政書士試験 平成 28年 



パーフェクト過去問集行政法（解説）  

- 28 - 

解 説 本案審理（行政裁量）パターン 
 

正解 １ 

  

 

次のとおり、誤っているものは肢１であるから、正解は１となる。 

１ 誤 り 

判例は、裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあた
っては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基
礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実
に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くこと
が明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこ
え又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるとして、結論として、その事実の
評価が明白に合理性を欠き、その判断が社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるとはいえ
ず、他に被上告人の判断につき裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつたことをうかがわせるに足り
る事情の存在が確定されていないとしている（最判昭53.10.4）。 

２ 正しい 

判例は、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、正当な理由のない履修拒否と区別することな
く、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく、体育科
目を不認定とした担当教員らの評価を受けて、原級留置処分をし、さらに、不認定の主たる理由及び
全体成績について勘案することなく、２年続けて原級留置となったため進級等規程及び退学内規に従
って退学処分をしたという上告人の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実
に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評す
るほかはなく、本件各処分は、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ないとしている（最
判平8.3.8）。 

３ 正しい 

判例は、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の許否
を決しようとする行政庁としては、事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもつともと
認められるような不公正な手続をとつてはならないものと解せられる。すなわち、右六条は抽象的な
免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査
基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく、とくに、右基準の内容が微妙、高度の認定を要
するようなものである等の場合には、右基準を適用するうえで必要とされる事項について、申請人に
対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。免許の申請人はこの
ような公正な手続によって免許の許否につき判定を受くべき法的利益を有するものと解すべく、これ
に反する審査手続によって免許の申請の却下処分がされたときは、右利益を侵害するものとして、右
処分の違法事由となるものというべきであるとしている（最判昭46.10.28）。 

４ 正しい 

判例は、原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟におけ
る裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び
判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであ
って、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点が
あり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉
安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれ
に依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判
断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきであるとしている（最判平4.10.29）。 

５ 正しい 

判例は、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処
分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と
懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社
会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきもの
であるとしている（最判昭52.12.20）。 
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問題 15 行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述のうち、正しい

ものはどれか。  

１ 処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合に

は、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記

載しなければならない。 

２ 処分についての審査請求に対する認容裁決で、当該処分を変更することができ

るのは、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合に限られるが、審査庁

が処分庁の場合は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することもできる。 

３ 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の

期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁

は、裁決で、当該審査請求を却下する。 

４ 法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部または一部を取り消す

場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、当該審査庁は、当該申

請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、自らその処分を行うことが

できる。 

５ 不作為についての審査請求が理由がある場合において、審査庁が不作為庁の上

級行政庁である場合、審査庁は、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を

宣言するが、当該不作為庁に対し、一定の処分をすべき旨を命ずることはできな

い。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 28年 
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解 説 判決・裁決パターン 
 

正解 ３ 

  

 

次のとおり、正しいものは肢３であるから、正解は３となる。 

１ 誤 り 

処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を

棄却する（行政不服審査法45条２項）。 

２ 誤 り 

第46条第１項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処

分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更するこ

とはできない（行政不服審査法48条）。 

３ 正しい 

不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が

経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、

当該審査請求を却下する（行政不服審査法49条１項）。 

４ 誤 り 

 法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合におい

て、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めると

きは、当該各号に定める措置をとる（行政不服審査違法46条２項柱書）。そして、処分

庁の上級行政庁である審査庁の場合は、当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ず

る（行政不服審査違法46条２項１号）。したがって、処分庁の上級行政庁である審査庁

は、自らその処分を行うことはできない。 

５ 誤 り 

不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が

違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当

該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる

（行政不服審査法49条３項柱書）。 そして、不作為庁の上級行政庁である審査庁の場合、

当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずる（行政不服審査法49条３項１号）。 
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問題16 国家賠償法１条１項の要件をみたす場合の責任の主体に関する次のア～エの記

述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。 

ア 指定確認検査機関の建築確認処分に起因する私人の損害について、当該事務の

帰属する地方公共団体は、国家賠償責任を負うことはない。 

イ 都道府県の警察官の犯罪捜査が、検察官の犯罪の捜査の補助に係るものであっ

ても、当該警察官の捜査に起因する私人の損害について、国が国家賠償責任を負

うことはない。 

ウ 児童福祉法に基づいて、都道府県が要保護児童を社会福祉法人の設置運営する

児童養護施設に入所させている場合、当該施設の職員の養育監護行為に起因する

児童の損害について、当該事務の帰属する都道府県が国家賠償責任を負うことが

ある。 

エ 都道府県の警察官が制服制帽を着用して職務行為を装い強盗した場合、被害者

に対し当該都道府県が国家賠償責任を負うことがある。 

 

１ ア・ウ 

２ ア・エ 

３ イ・ウ 

４ イ・エ 

５ ウ・エ 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 23年 
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解 説 国賠法パターン① 
 

正解 ５ 

  

 

次のとおり、妥当なものの組合せは肢５であるから、正解は５となる。 

ア 妥当でない 

判例は、指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築

主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21

条１項所定の「当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体」に当たるとい

うべきであって、抗告人は、本件確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるとしてい

る（最決平17.6.24）。したがって、指定確認検査機関の建築確認処分に起因する私人の

損害について、当該事務の帰属する地方公共団体は、国家賠償責任を負うことがある。 

イ 妥当でない 

判例は、都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失

によって違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法１条１項によりその損害

の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責め

を負うものではないとしている（最判昭54.7.10）。したがって、例外的に責任を負う余

地はある。 

ウ 妥当である 

判例は、都道府県による３号措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設

に入所した児童に対する当該施設の職員等による養育監護行為は、都道府県の公権力の

行使に当たる公務員の職務行為と解するのが相当であるとしている（最判平19.1.25）。 

エ 妥当である 

判例は、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の

利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をして

これによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わし

めて、ひろく国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものとしてい

る（最判昭31.11.30）。 
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問題17 権限の不行使と国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照ら

し、誤っているものはどれか。 

１ 宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取

引関係者に対して被害を負わせたとしても、当該免許制度は業者の人格・資質等

を一般的に保証するものとはにわかに解しがたく、免許権者が更新を拒否しなか

ったことは、被害を受けた者との関係において直ちに国家賠償法１条１項の適用

上違法となるものではない。 

２ 医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、監督権者が当該被害の

発生を防止するために監督権限を行使しなかった不作為は、不作為当時の医学

的・薬学的知見の下で当該医薬品の有用性が否定されるまでに至っていない場合

には、被害を受けた者との関係において国家賠償法１条１項の適用上違法となる

ものではない。 

３ 国または公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令

の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不

行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その

不行使により被害を受けた者との関係において国家賠償法１条１項の適用上違

法となる。 

４ 鉱山労働者を保護するための省令が後に科学的知見に適合しない不十分な内

容となったとしても、制定当時の科学的知見に従った適切なものである場合には、

省令を改正しないことが、被害を受けた者との関係において国家賠償法１条１項

の適用上違法となるものではない。 

５ 犯罪被害者が公訴の提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われ

る公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護

された利益ではないので、検察官の不起訴処分は、犯罪被害者との関係で国家賠

償法１条１項の適用上違法となるものではない。 

 

  

問 題  行政書士試験 平成 21年 
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解 説 国賠法パターン② 
 

正解 ４ 

  

 

次のとおり、誤っているものは肢４であるから、正解は４となる。 

１ 正しい 

判例は、免許を付与した宅建業者の人格・資質等を一般的に保証し、ひいては当該業
者の不正な行為により個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接
的な目的とするものとはにわかに解し難く、かかる損害の救済は一般の不法行為規範等
に委ねられているというべきであるから、知事等による免許の付与ないし更新それ自体
は、法所定の免許基準に適合しない場合であっても、当該業者との個々の取引関係者に
対する関係において直ちに国家賠償法１条１項にいう違法な行為に当たるものではな
いとしている（最判平元.11.24）。 

２ 正しい 

判例は、厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権
限を行使しなかったことが、当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見
の下において、薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、その許
容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、右権限の不行使は、
国家賠償法１条１項の適用上違法となるとしている（最判平7.6.23）。 

３ 正しい 

判例は、国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令
の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が
許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により
被害を受けた者との関係において、国家賠償法１条１項の適用上違法となるものとして
いる（最判平16.10.15）。 

４ 誤 り 

判例は、昭和35年４月以降、鉱山保安法に基づく上記の保安規制の権限を直ちに行使
しなかったことは、その趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家
賠償法１条１項の適用上違法というべきであるとしている（最判平16.4.27）。 

５ 正しい 

判例は、犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持とい
う公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回
復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察
官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によっ
て受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的に
もたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。
したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官
の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすること
はできないとしている（最判平2.2.20） 
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問題18 道路の設置管理に関する国家賠償についての次の記述のうち、判例に照らし、妥

当なものはどれか。 

１ 国家賠償の対象となるのは、道路の利用者の被害に限られ、沿道住民の騒音被

害などについては、道路管理者は、賠償責任を負わない。 

２ 土砂崩れなどによる被害を防止するために多額の費用を要し、それについての

予算措置が困難である場合は、道路管理者は、こうした被害についての賠償責任

を免れる。 

３ 道路上に放置された故障車に追突して損害を被った者がいたとしても、道路自

体に瑕疵があったわけではないから、道路管理者が賠償責任を負うことはない。 

４ ガードレールの上に腰掛けるなどの通常の用法に即しない行動の結果生じた

損害についても、道路管理者は、賠償責任を負う。 

５ 道路の欠陥を原因とする事故による被害についても、道路管理者は、それを原

状に戻すことが時間的に不可能であった場合には、賠償責任を負わない。 

  

問 題  行政書士試験 平成 22年 
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解 説 国賠法パターン③ 
 

正解 ５ 

  

 

次のとおり、妥当なものは肢５であるから、正解は５となる。 

１ 妥当でない 

 判例は、道路の周辺住民から道路の設置・管理者に対して国家賠償法２条１項の規定

に基づき損害賠償の請求がされた場合において、右道路からの騒音、排気ガス等が右住

民に対して現実に社会生活上受忍すべき限度を超える被害をもたらしたことが認定判

断されたときは、当然に右住民との関係において右道路が他人に危害を及ぼす危険性の

ある状態にあったことが認定判断されたことになるとしている（最判平7.7.7）。したが

って、沿道住民の騒音被害などについても、道路管理者が賠償責任を負うことがある。 

２ 妥当でない 

 判例は、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額

にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それ

により直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるもの

と考えることはできないとしている（高知落石事件 最判昭45.8.20）。したがって、予

算措置が困難である場合は、道路管理者は、被害についての賠償責任を免れるわけでは

ない。 

３ 妥当でない 

 判例は、幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間

駐車したままになっていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保

持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管

理に瑕疵があるとしている（最判昭50.7.25）。 

４ 妥当でない 

 判例は、営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合において、その

営造物として本来具有すべき安全性に欠けるところがなく、右行動が設置管理者におい

て通常予測することのできないものであるときは、右事故が営造物の設置又は管理の瑕

疵によるものであるということはできないとしている（最判昭53.7.4）。 

５ 妥当である 

 判例は、県道上に道路管理者の設置した掘穿工事中であることを表示する工事標識板、

バリケード及び赤色灯標柱が倒れ、赤色灯が消えたままになっていた場合であっても、

それが夜間、他の通行車によって惹起されたものであり、その直後で道路管理者がこれ

を原状に復し道路の安全を保持することが不可能であったなど判示の事実関係のもと

では、道路の管理に瑕疵がなかったとしている（最判昭50.6.26）。 
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